
件
名銀

行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産

等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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○
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五

の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本

の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
四
年
金
融
庁
告
示
第
二
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年 

 

月 
 

 
日 

金
融
庁
長
官 

井
藤 

英
樹 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

附 

則 

附 

則 

 
 

（
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
に
基
づ
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の

算
出
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

（
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
に
基
づ
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の

算
出
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
十
二
条 

内
部
モ
デ
ル
方
式
採
用
行
（
新
銀
行
持
株
告
示
第
一
条
第

十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
内
部
モ
デ
ル
方
式
採
用
行
を
い
う
。
）
は
、

新
銀
行
持
株
告
示
第
二
百
五
十
三
条
の
八
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
（
新
銀
行

持
株
告
示
第
一
条
第
九
十
一
号
に
規
定
す
る
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
を

い
う
。
）
に
お
い
て
、
レ
ッ
ド
・
ゾ
ー
ン
又
は
ア
ン
バ
ー
・
ゾ
ー
ン
に

分
類
し
た
場
合
に
は
、
当
該
分
類
を
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
に
分
類
し
た

も
の
と
み
な
し
て
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
を
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。 

第
二
十
二
条 

内
部
モ
デ
ル
方
式
採
用
行
（
新
銀
行
持
株
告
示
第
一
条
第

十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
内
部
モ
デ
ル
方
式
採
用
行
を
い
う
。
）
は
、

新
銀
行
持
株
告
示
第
二
百
五
十
三
条
の
八
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間
は
、
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
（
新
銀
行
持
株
告
示
第
一
条
第
九

十
一
号
に
規
定
す
る
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、

レ
ッ
ド
・
ゾ
ー
ン
又
は
ア
ン
バ
ー
・
ゾ
ー
ン
に
分
類
し
た
場
合
に
は
、

当
該
分
類
を
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
に
分
類
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
マ

ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 
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